
2026 年 3 月 
 

定型約款の一部改正について 

 
 

令和 8 年 4 月 20 日付で以下の定型約款を一部改正いたします。  
改正内容の詳細につきましては、新旧対照表をご参照ください。 
 
改正する定型約款 

　　・ＪＡバンクアプリ プラス利用規定 
 

以上 
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ＪＡバンクアプリ プラス利用規定 新旧対照表 

 新 旧

 
（省略） 

1　定義 

本規定上で使用する用語の定義は、次に掲げるとおりとします。 

（1）（省略） 

（省略） 

2　サービスの内容 

（1）（省略） 

（2）口座照会 

本アプリに登録した貯金口座の残高や、JA バンクが定める一定期間の

入出金明細を照会することができます。IB 規定 6（削除）「照会サービス」

の内容を適用します。 

（3）口座追加・削除 

本アプリで利用する口座の追加および削除ができます。IB 規定 3（削除）

「利用申込み」の内容を適用します。 

（4）振込・振替 

本アプリに登録した普通貯金口座等から振込や振替ができます。IB 規

定７「振込・振替サービス」の内容を適用します。 

（5）税金・各種料金の払込み 

「Pay-easy（ペイジー）」にて税金・各種料金の払込みができます。IB

規定 8「税金・各種料金の払込み「Pay-easy（ペイジー）」」の内容を適用

します。 

（6）ワンタイムパスワード 

（省略） 

（省略） 

第1条（定義） 

本規定上で使用する用語の定義は、次に掲げるとおりとします。 

1. （省略） 

（省略） 

第2条（サービスの内容） 

1. （省略） 

2. 口座照会 

本アプリに登録した貯金口座の残高や、JAバンクが定める一定期間の

入出金明細を照会することができます。IB 規定 6条「照会サービス」の

内容を適用します。 

3. 口座追加・削除 

本アプリで利用する口座の追加および削除ができます。IB 規定 3条「利

用申込み」の内容を適用します。 

4. 振込・振替 

本アプリに登録した普通貯金口座等から振込や振替ができます。IB 規

定第７条「振込・振替サービス」の内容を適用します。 

5. 税金・各種料金の払込み 

「Pay-easy（ペイジー）」にて税金・各種料金の払込みができます。IB

規定第 8条「税金・各種料金の払込み「Pay-easy（ペイジー）」」の内容

を適用します。 

6. ワンタイムパスワード 

（省略） 
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 （7）IB への自動ログオン 

（省略） 

（8）プッシュ通知による情報配信 

契約者のスマートフォン等の画面へJAバンクやJAバンクの提携先等が

取り扱う商品またはサービスに関する情報配信を行うことがあります。配

信を希望されない場合は、契約者ご自身でお知らせ受信の設定をオフにし

てください。 

（9）住所・電話番号変更 

（住所・電話番号変更が本アプリにて申込み可能な JAバンクのみ）住

所および電話番号変更とは、契約者の依頼に基づき、代表口座取引店への

届出住所や届出電話番号を変更する申込みを受付するサービスをいいま

す。 

 

10. 口座開設 

（口座開設が本アプリにて申込み可能な JAバンクのみ）JAバンクに口

座をお持ちでない場合、本アプリから総合口座の開設申込みができます。

開設された口座を本アプリに登録することで、各種サービスをご利用いた

だけます。 

3　規定への同意 

（省略） 

4　ご利用条件 

（省略） 

（1）（省略） 

（2）（省略） 

（3）（省略） 

（4）（省略） 

 

7. IB への自動ログオン 

（省略） 

8. プッシュ通知による情報配信 

契約者のスマートフォン等の画面へ JAバンクの商品・サービスに関す

るキャンペーンやセミナーなどの情報を配信することがあります。配信

を希望されない場合は、契約者ご自身でお知らせ受信の設定をオフにし

てください。 

9. 住所・電話番号変更 

（住所・電話番号変更が本アプリにて申込（追加）可能な JAバンクの

み）住所および電話番号変更とは、契約者の依頼に基づき、代表口座取

引店への届出住所や届出電話番号を変更する申込（追加）を受付するサ

ービスをいいます。 

10. 口座開設 

（口座開設が本アプリにて申込（追加）可能な JAバンクのみ）JA バ

ンクに口座をお持ちでない場合、本アプリから総合口座の開設申込みが

できます。開設された口座を本アプリに登録することで、各種サービス

をご利用いただけます。 

第3条（規定への同意） 

（省略） 

第4条（ご利用条件） 

（省略） 

1. （省略） 

2. （省略） 

3. （省略） 

4. （省略） 
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 5　利用登録 

（1）（省略） 

（2）契約者が IB サービスをご利用されていない場合、前項の登録は、IBサ

ービスの利用申込みを兼ねるものとします。 

（3）（省略） 

（4）（省略） 

（5）（省略） 

6　本人確認 

（1）本アプリを起動時は、アプリ暗証番号により本人確認を行います。生体

認証機能（契約者がご自身の端末に登録されている生体情報を利用する方

法をいいます。）を利用するとアプリ暗証番号の入力を省略することがで

きます。ただし、生体認証のご利用は、JA バンク所定の機能を備えるスマ

ートフォン等に限ります。生体認証で利用する契約者の生体情報は、JA

バンクでは取得・保存しません。 

（2）（省略） 

（3）（省略） 

（4）（省略） 

7　パスワード等の管理 

（省略） 

8　スマートフォン等の管理 

（1）（省略） 

（2）（省略） 

9　口座開設 

（口座開設が本アプリにて申込み可能な JA バンクのみ） 

 

第5条（利用登録） 

1. （省略） 

2. 契約者が IB サービスをご利用されていない場合、前項の登録は、IBサー

ビスの利用申込（追加）を兼ねるものとします。 

3. （省略） 

4. （省略） 

5. （省略） 

第6条（本人確認） 

1. 本アプリを起動時は、アプリ暗証番号により本人確認を行います。生体

認証機能（契約者がご自身の端末に登録されている生体情報を利用する

方法をいいます（追加））を利用するとアプリ暗証番号の入力を省略する

ことができます。ただし、生体認証のご利用は、JA バンク所定の機能を

備えるスマートフォン等に限ります。生体認証で利用する契約者の生体

情報は、JA バンクでは取得・保存しません。 

2.（省略） 

3.（省略） 

4. （省略） 

第7条（パスワード等の管理） 

（省略） 

第8条（スマートフォン等の管理） 

1. （省略） 

2. （省略） 

第9条（口座開設） 

（口座開設が本アプリにて申込（追加）可能な JA バンクのみ） 
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 （1）概要 

a （省略） 

b （省略） 

c その他事項については、各種貯金規定等に基づいてお取り扱いいたし

ます。 

（2）利用条件 

マイナンバーカード（個人番号カード）をお持ちで日本国内に居住する

18 歳以上の個人の契約者が、本アプリから申込みできます。ただし、次の

各号に該当する方はお申込みいただけません。 

a （省略） 

b マイナンバーカード（個人番号カード）の住所・氏名の変更手続をさ

れていない方 

c マイナンバーカード（個人番号カード）の有効期限が切れている方 

d （省略） 

e （省略） 

f （省略） 

g （省略） 

h （省略） 

（3）口座の利用開始 

a （省略） 

b （省略） 

(4) 通知 

（省略） 

10　サービス内容の追加・変更・中止 

（省略） 

この場合には、JA バンクは実施日および実施内容等を JA バンクホームペ

1. 概要 

(1) （省略） 

(2) （省略） 

(3) その他事項については、各種貯金規定等にもとづいてお取（追加）

扱いいたします。 

2. 利用条件 

運転免許証等をお持ちで日本国内に居住する 18歳以上の個人の契約

者が、本アプリから申込みできます。ただし、次の各号に該当する方は

お申込みいただけません。 

(1) （省略） 

(2) 運転免許証等の住所・氏名の変更手続をされていない方 

(3) 運転免許証等の有効期限が切れている方 

(4) （省略） 

(5) （省略） 

(6) （省略） 

(7) （省略） 

(8) （省略） 

3. 口座の利用開始 

(1) （省略） 

(2) （省略） 

4. 通知 

（省略） 

第10条（サービス内容の追加・変更・中止） 

（省略） 

この場合には、JAバンクは実施日および実施内容等を JA バンクホームペ

ージに掲載する等により告知し、実施日以降は実施後の内容により取（追加）
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 ージに掲載する等により告知し、実施日以降は実施後の内容により取り扱う

ものとします。 

11　サービスの終了 

（省略） 

12　本サービスのご利用に際してのご注意 

（1）本サービスの利用および本アプリのダウンロードには別途通信料がかか

り、契約者の負担となります（バージョンアップの際や本アプリが正常に

動作しないことにより再設定などで追加的に発生する通信料も含みま

す。）。 

（2）（省略） 

（3）（省略） 

（4）（省略） 

（5）（省略） 

（6）（省略） 

13　免責事項等 

（1）本人確認 

本規定６により本人確認手続を経た後、本サービスの提供に応じたうえ

は、JA バンクは利用者を契約者とみなし、パスワード等に不正使用その他

の事故があってもそのために生じた損害について、JAバンクは責任を負い

ません。 

（2）本アプリの作動に係る不具合等 

（省略） 

（3）通信手段の障害等 

（省略） 

a （省略） 

扱うものとします。 

 

第11条（サービスの終了） 

（省略） 

第12条（本サービスのご利用に際してのご注意） 

1. 本サービスの利用および本アプリのダウンロードには別途通信料がかか

り、契約者の負担となります（バージョンアップの際や本アプリが正常

に動作しないことにより再設定などで追加的に発生する通信料も含みま

す（追加））。 

2. （省略） 

3. （省略） 

4. （省略） 

5. （省略） 

6. （省略） 

第13条（免責事項等） 

1. 本人確認 

本規定第６条により本人確認手続を経た後、本サービスの提供に応じ

たうえは、JA バンクは利用者を契約者とみなし、パスワード等に不正使

用その他の事故があってもそのために生じた損害について、JA バンクは

責任を負いません。 

2. 本アプリの作動に係る不具合等 

（省略） 

3. 通信手段の障害等 

（省略） 

(1) （省略） 
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 b （省略） 

c （省略） 

d （省略） 

(4) 通信経路等 

（省略） 

(5) 通信環境 

（省略） 

14　解約等 

（1）都合解約 

（省略） 

（2）解約の通知 

（省略） 

（3）IB サービスの終了による制限 

（省略） 

（4）代表口座の解約による制限 

（省略） 

（5）強制解約 

a （省略） 

(a) 支払停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立があったとき

（削除） 

(b) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき（削除） 

(c) 住所変更等の届出を怠る等契約者の責に帰すべき事由によって、JA

バンクにおいて契約者の所在が不明となったとき（削除） 

(d) 1 年以上にわたり本サービスのご利用がないとき（削除） 

(e) 相続の開始があったとき（削除） 

(2) （省略） 

(3) （省略） 

(4) （省略） 

4. 通信経路等 

（省略） 

5. 通信環境 

（省略） 

第14条（解約等） 

1. 都合解約 

（省略） 

2. 解約の通知 

（省略） 

3. IB サービスの終了による制限 

（省略） 

4. 代表口座の解約による制限 

（省略） 

5. 強制解約 

(1) （省略） 

a 支払停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立があったとき。 

b 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 

c 住所変更等の届出を怠る等契約者の責に帰すべき事由によって、JA バ

ンクにおいて契約者の所在が不明となったとき。 

d 1 年以上にわたり本サービスのご利用がないとき。 

e 相続の開始があったとき。 

f 契約者が本邦の居住者でなくなったとき。 
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 (f) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき（削除） 

(g) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき（削除） 

(h) その他解約を必要とする相当の事由が生じたとき（削除） 

b （省略） 

(a) 契約者が代表口座あるいはサービスご利用口座申込時に行った表

明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合（削除） 

(b) 契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5年を経

過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動

等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者（以

下、これらを「暴力団員等」といいます。）に該当し、または次のいず

れかに該当することが判明した場合（削除） 

ア 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること（削

除） 

イ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する

こと（削除） 

ウ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損

害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用している

と認められる関係を有すること（削除） 

エ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関

与をしていると認められる関係を有すること（削除） 

オ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非

難されるべき関係を有すること（削除） 

(c) 契約者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当す

る行為をした場合（削除） 

ア 暴力的な要求行為（削除） 

イ 法的な責任を超えた不当な要求行為（削除） 

ウ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為（削除） 

エ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて JAバンクの信用を毀損

g 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき。 

h その他解約を必要とする相当の事由が生じたとき。 

 

(2) （省略） 

a 契約者が代表口座あるいはサービスご利用口座申込時に行った表明・

確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合。 

b 契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5年を経

過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動

等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者

（以下、これらを「暴力団員等」といいます。）に該当し、または次

のいずれかに該当することが判明した場合。 

(a) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 

(b) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有す

ること。 

(c) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に

損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用してい

ると認められる関係を有すること。 

(d) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの

関与をしていると認められる関係を有すること。 

(e) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に

非難されるべき関係を有すること。 

 

c 契約者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当す

る行為をした場合。 

(a) 暴力的な要求行為。 

(b) 法的な責任を超えた不当な要求行為。 

(c) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。 

(d) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて JAバンクの信用を毀



8

新 旧

 し、または JA バンクの業務を妨害する行為（削除） 

オ その他アからエに準ずる行為 

15　規定の準用 

本規定に定めのない事項については、IB 規定、普通貯金規定、総合口座取

引規定、当座勘定規定、カード規定等関係する各規定により取り扱います。

また、これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合には、本サービスに関

しては本規定を優先して適用するものとします。 

16　規定の変更 

（1）（省略） 

（2）（省略） 

17　本アプリの権利帰属・利用範囲等 

（1）（省略） 

（2）（省略） 

（3）（省略） 

（4）（省略） 

18　海外からの利用 

（省略） 

19　契約期間 

（省略） 

20　準拠法・合意管轄 

（省略） 

以上

損し、または JA バンクの業務を妨害する行為。 

(e) その他(a)から(d)に準ずる行為 

第15条（規定の準用） 

本規定に定めのない事項については、JA ネットバンク利用規定、普通貯

金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定、カード規定等関係する各規定に

より取り扱います。また、これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合に

は、本サービスに関しては本規定を優先して適用するものとします。 

第16条（規定の変更） 

1. （省略） 

2. （省略） 

第17条（本アプリの権利帰属・利用範囲等） 

1. （省略） 

2. （省略） 

3. （省略） 

4. （省略） 

第18条（海外からの利用） 

（省略） 

第19条（契約期間） 

（省略） 

第20条（準拠法・合意管轄） 

（省略） 

以上 
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（実施日） 
この規定は令和 8年 4月 20 日から実施する。 


